[bookmark: _Hlk198200218][bookmark: _Hlk209095075]正蓮寺川公園アートプロジェクト【konohana permanentale 100+】
ロゴ　募集要項

１．募集概要
[bookmark: _Hlk198200406]此花区では、2025年大阪・関西万博や区制100周年を契機として、区民による環境問題の克服の象徴である正蓮寺川公園を舞台に、この公園に相応しい100以上のパブリックアートを長年かけ設置し、アートの魅力によって多くの人に愛される公園とする取り組み「正蓮寺川公園アートプロジェクト【konohana permanentale 100+】」（以下「本プロジェクト」という。）を進めています。
本プロジェクトを実施するにあたっては、行政のみならず地域や区民等とともに協働しながら、一体となってアートによるまちの盛り上げを図っていくことが非常に重要と考えています。
今回、本プロジェクトの周知・ＰＲはもちろんのこと、地域・区民等の自由な発想や意見を取り入れながら、ともに進めていくことをめざし、本プロジェクトのロゴをワークショップ形式で広く対外的に募集します。
　　決定したロゴについては、本プロジェクトを広く周知・PRするため各種制作物、ホームページやSNS等で使用するほか、大阪市が認める事業でも使用することとします。

２．ワークショップ参加者の募集期間
令和７年10月１日（水曜日）～10月31日（金曜日）必着
※持参の場合の受付時間は、開庁日の９時～17時30分（12時15分～13時を除く）

３．応募資格
・本募集要項に承諾いただける方（プロ・アマは問いません）
・合計２回開催するワークショップに参加できる方
・高校生以上の方
※未成年の方は、保護者の同意を得たうえで応募してください。

４．ワークショップ概要 
⑴講師
　　本ワークショップでは、講師として近畿大学文芸学部文化デザイン学科教授の後藤哲也氏をお迎えいたします。
[bookmark: _Hlk201849081]後藤氏はアジア地域を中心としたグラフィックデザインの研究を行っており、各種デザイン賞での入賞経験があります。また、本プロジェクトにかかる総合的なディレクションや作品の選定、アートイベントへの助言等について、アートの専門家等のメンバーにて協議する場であるアートディレクション会議で座長を務めております。
　⑵ワークショップの詳細
ア　第１回ワークショップ
　　　・日時　　　令和７年11月29日（土曜日）　13時00分～16時30分（予定）　 
　　　・集合場所　正蓮寺川公園　千鳥橋西側（大阪市此花区伝法２丁目付近）
　　　　　　　　　※「2025年大阪・関西万博ロゴシンボル」・「此花水龍」のある広場にお集まりください。
　　　　　　　　　※正蓮寺川公園にて、30分程度フィールドワークを行った後、此花区役所３階講堂に移動し、ワークショップを行います。
　・内容
このワークショップでは、本プロジェクトについて理解を深めていいただくため、本プロジェクトの背景や目的について説明を行います。そして、プロジェクトの舞台である正蓮寺川公園にてフィールドワークを行い、アイデアを膨らませる機会としていただきます。さらに、ロゴの作成プロセスに関する講義を通じて、デザインの技法等を学んでいただきます。その後、参加の皆様には、ご自宅でロゴの作成を進めていただき、第２回目のワークショップでお持ちいただきます。
・持ち物　
パソコンやタブレットをお持ちの場合はご持参ください。（手書きでのご参加も可能です。）

　イ　第２回ワークショップ
　　　・日時　　　令和７年12月14日（日曜日）　13時00分～16時30分（予定）　
　　　・集合場所　此花区役所　３階　講堂Ｃ・Ｄ
　　　・内容　
第１回ワークショップでのフィールドワーク等をもとに作成していただいた作品をお持ちいただきます。お持ちいただいた作品について、講師からフィードバックを行うなど、ワークショップを通じてブラッシュアップを行い、ワークショップの最後に作品をご提出いただきます。
・持ち物　
パソコンやタブレットをお持ちの場合はご持参ください。（手書きでのご参加も可能です。）

　　⑶定員
　本ワークショップの定員は、30名程度です。
※ご応募が多数の場合、抽選となります。
　　　※ご応募いただいた方には、令和７年11月中旬を目途にご提出いただいたメールアドレス宛にワークショップのご案内を送付いたします。抽選となった場合は、当選・落選の結果について、令和7年11月中旬を目途にご提出いただいたメールアドレス宛てにご連絡いたします。

５.ワークショップ参加申出方法
　次のいずれかの方法で応募してください。
（1）電子メールの場合（令和７年10月31日（金曜日）23時59分までの受信分が有効）
　ワークショップ参加申出書を添付のうえ、此花区役所政策共創課（td0010＠city.osaka.lg.jp)に送付ください。なお、メールの件名は「正蓮寺川公園アートプロジェクトロゴ募集　ワークショップ参加申出」としてください。
（2）送付の場合（令和７年10月31日（金曜日）必着）
　ワークショップ参加申出書を封入し、封筒表面に「正蓮寺川公園アートプロジェクトロゴ募集　ワークショップ参加申出」と朱書の上、此花区役所政策共創課あて送付ください。
[bookmark: _Hlk201913030]（3）持参の場合（令和７年10月31日（金曜日）17時30分までに窓口へ提出）
　ワークショップ参加申出書を封入し、封筒表面に「正蓮寺川公園アートプロジェクトロゴ募集　ワークショップ参加申出」と朱書の上、此花区役所政策共創課に持参ください。
　　
６.ロゴについて
　ロゴは次の全てを満たすものとします。
・本プロジェクトがイメージでき、印象に残る魅力的なデザインであること。
・ロゴタイプ（文字）デザインを中心に据えること。シンボルマーク（絵柄）との組み合わせも自由とします。
・ロゴタイプには、「konohana permanentale 100+」または「KP100＋」を必ず使用すること。
・チラシ・ポスターへの掲載、此花区ホームページや各種SNS等での活用など、様々なシーンで使用しやすいものであること。
・此花区公式マスコット（このはちゃん）を使用しないこと。
・デザインは、マスコットではないこと。
・フルカラー・単色・白黒での使用や拡大・縮小により、ロゴマークのイメージが損
　なわれないこと。
・生成AIを使用した作品でないこと。
・「１．募集概要」のコンセプトに沿った内容とすること。
・応募点数は１人３点までとします。

7．選考方法
[bookmark: _Hlk209095246]第２回ワークショップで提出された応募作品の中から、正蓮寺川公園アートプロジェクト【konohana permanentale 100+】ロゴ選定会議において選定を行います。
8．採用作品の決定・発表
令和８年２月頃下旬頃を予定しています。採用作品の応募者に直接連絡するほか、此花区ホームページ等で発表する予定です。なお、不採用通知は行いません。
[bookmark: _Hlk198197004]
9．採用決定後の取扱い
(1) 採用作品の著作権（著作権法第21 条から第28 条までに規定する権利）その他一切の権利等は、大阪市に帰属するものとします。
(2) 採用作品の応募者は、採用作品の著作権譲渡及び著作者人格権（著作権法第18 条から第20条までに規定する権利）の権利不行使を約束するため、大阪市と正副２通の承諾書を作成し、各々が保管するものとします。

10．注意事項
(1) 応募作品及びワークショップへの参加にかかる経費等の全ては応募者の負担とします。
(2) 採用作品の応募者には、後日、表彰状を贈呈します。
(3) 採用されなかった応募作品については返却しませんが、著作権は大阪市に移転しません。
(4) 応募者の個人情報については、本要項に関すること以外の目的には使用しません。
なお、採用作品の発表の際は、当該作品の応募者の氏名を公表します。
(5) 応募作品は、商標登録及び意匠登録等をしていない自作の未発表作品に限り、他の著作権その他第三者の権利を侵害しないものとします。盗用、引用などこれらの条件に違反していたことが発覚した場合は、失格とします。
(6) 本要項の規定に反する作品は、選考の対象となりません。また、採用後違反が判明した場合は、採用を取り消します。また、内容によっては、損害賠償請求等をすることがあります。
(7) 選考の結果、該当作品がない場合もあります。
(8) 選考の結果に対する、問い合わせや異議申し立ては一切受け付けません。
(9) 応募の時点で、本要項の記載事項に同意したものとします。

11．免責事項
以下について、大阪市は一切の責任を負いません。
(1) 理由を問わず、応募者が被った損害
(2) 応募作品に起因して生じた損害

12．その他
大阪市は、本要項の内容、スケジュール等を予告なく改訂、追加または変更をすることができます。

[bookmark: _Hlk170309916]13．応募先・問い合わせ先
此花区役所政策共創課
所在地：〒554-8501　大阪市此花区春日出北1－8－4
電話：06‐6466‐9502
ファクス：06‐6462‐0942
電子メール：td0010@city.osaka.lg.jp
